
発達障がい者支援センターの相談受付体制
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R6.1.24開催の令和６年度第２回岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域
特別支援連携協議会において協議した「発達障がい者支援センター利用児者の
状況と今後の相談受付の方向性について」に基づき今後のセンターの事業や相
談受付の方向性について検討するため全33市町村に依頼したもの。令和６年５
月に調査。



アンケート実施の経緯、背景

R6.8.7令和６年度第１回岩手県「発達障が
い者支援体制整備検討・広域特別支援連携

協議会 資料３
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・ 岩手県発達障がい者支援センターにおいて、発
達障がい児（者）やその家族への直接支援件数の
増加傾向が継続

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

個別支援 実人員 626人 724人 735人 734人 765人

（相談支援） 延件数 2,434件 2,987件 3,058件 3,184件 3,052件

年度

・ 職員５人のうち、発達障害者地域支援マネジャー
として４人配置されているが、マネジャー専任に
なっている相談支援員はいない

・ 業務内容の多くが直接相談への対応となり、地
域支援や他機関支援を制約

（発達障害者地域支援マネジャーとは）
発達障害者支援センター等に配置し、各自治体、事業所、医療機関などに
うかがい、アセスメントや支援ツールの導入や各関係機関の連携や困難
ケースへの対応等を実施
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市町村名 回答部署名

盛岡市 障がい福祉課

八幡平市 地域福祉課

滝沢市 地域福祉課

雫石町 健康推進課

葛巻町 健康福祉課

岩手町 健康福祉課

紫波町 健康福祉課　福祉係

矢巾町 福祉課

花巻市 障がい福祉課

遠野市 子育て支援課

北上市 障がい福祉課

西和賀町 健康福祉課

奥州市 福祉部　福祉課

金ケ崎町 保健福祉センター

一関市 福祉課

平泉町 保健センター

大船渡市 こども家庭センター

陸前高田市福祉部子ども未来課

住田町 保健福祉課

釜石市 こども家庭課

大槌町 健康福祉課 

宮古市 福祉課
こども家庭センター

山田町 長寿福祉課

岩泉町 町民課

田野畑村 健康福祉課

久慈市 社会福祉課

普代村 保健センター

野田村 保健福祉課

洋野町 福祉課

二戸市　 福祉課

軽米町 健康福祉課

九戸村 保健福祉課

一戸町 福祉課


（アンケート回答部署名）
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１ 貴市町村において、住民から「発達障がい」の主訴や、他の主訴でも問題等の
背景に「発達障がい」が関与していると考えられる事案について相談があったと
き、ケース（問題を抱えている当事者）の年齢別に担当される部署は決まってい
ますか。

・ 決めている場合は「決めている」を入力し、担当部署の名称を記入してくだ
さい。

・ 決めていない場合は「決めていない」を入力してください。
・ その他の場合は「その他」を入力し、その具体的な状況を記入してくださ

い。

年齢別の担当窓口の状況

決めている 19 58.0% 17 52.0% 17 52.0% 22 67.0%

決めていない 7 21.0% 9 27.0% 9 27.0% 5 15.0%

その他 7 21.0% 7 21.0% 7 21.0% 6 18.0%

計 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0%

６歳未満担当部署の

決定

６～15歳未満担当部

署の決定

15～18歳未満担当部

署の決定

18歳以上担当部署の

決定
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「その他」の回答内容

R6.8.7令和６年度第１回岩手県「発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会 資料３
5

年代 回答内容

６歳未満 ・ 発達相談に関しては健康福祉課の母子保健担当、福祉サービスや療育に関しては地域福祉課が担当部署
となる。
・ 手帳発行の手続き、サービス利用、進学・進級など、個々のケースによって関係課で対応※関係課：福
祉課、こども課、学校教育課"
・ ～３歳半…母子、３歳半～…子育て ※おおよその目安。状況に応じて互いに同行することもある
・ 明確な決まりはないが保健課、必要に応じて子ども未来課で対応
・ 原則、所管課を定めているが、相談受付部署が一次相談窓口として関係部署と情報共有を行い、必要に
応じて所管課が対応している。
・ 相談内容に応じて対応している
・ 未就学児の発達障害に関する相談は、主に乳幼児健診等となっており、相談を受けた母子保健担当と児
童、障害担当と情報共有し、対応している。

６～15歳未満 ・ 学校関連の相談に関しては教育委員会、福祉サービスや療育に関しては地域福祉課が担当部署となる。
・ 明確な決まりはないが子ども未来課、必要に応じて教育委員会で対応
・ 原則、所管課を定めているが、相談受付部署が一次相談窓口として関係部署と情報共有を行い、必要に
応じて所管課が対応している。
・ 相談先により、教育委員会または健康福祉課で対応
・ 就学後および個別に受けた相談について、随時関係する機関と連携を図り対応している。

15～18歳未満 ・ 学校関連の相談に関しては教育委員会、福祉サービスや療育に関しては地域福祉課が担当部署となる。
状況に応じて対応する
・ 明確な決まりはないが子ども未来課、必要に応じて教育委員会で対応
・ 原則、所管課を定めているが、相談受付部署が一次相談窓口として関係部署と情報共有を行い、必要に
応じて所管課が対応している。
・ 個別に受けた相談について、随時関係する機関と連携を図り対応している。

18歳以上 ・ 福祉サービスや手帳関連の相談は地域福祉課が担当部署となる
・ 明確な決まりはないが保健課、必要に応じて福祉課で対応"
・ 原則、所管課を定めているが、相談受付部署が一次相談窓口として関係部署と情報共有を行い、必要に
応じて所管課が対応している。
・ 個別に受けた相談について、随時関係する機関と連携を図り対応している。



発達障がい担当部署と関係他部署との連携状況に係る自己評価

２ 貴市町村の各部署で相談受理または係属中の事案について、「発達障がい」の主
訴や、他の主訴等でも問題等の背景に「発達障がい」が疑われるものについて、発達
障がいの施策担当課と各部署間での情報交換や対応の協議などの「連携」はとれてい
ますか。斜線のある区画を除き、すべての区画について最もあてはまると考えられる
状況を選択して入れてください。

発達障がい担当課に対する連携状況

母子保健 保育・幼

児教育

子育て・

一般施策

就学支援 教育相談 要保護児

童対策

精神保健

おおいに連携している 12 12 8 7 4 10 8

連携している 11 11 7 13 10 11 8

必要に応じて連携 9 9 15 13 17 11 14

あまり連携していない 0 1 2 0 2 1 2

まったく連携していない 0 0 1 0 0 0 0

無記載 1 0 0 0 0 0 1

計 33 33 33 33 33 33 33
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市町村から発達障がい者支援センターへの紹介等の状況

３ 貴市町村の窓口において、来談者や、架電してきた相談者又は電子メールやＳ
ＮＳ等での相談者に、岩手県発達障がい者支援センター（以下「センター」とい
う。）へ相談するよう伝えた（紹介した）ことがありますか。（１）～（３）ごと
に、最もあてはまると考えられる状況を選択して入れてください。
（選択肢）ア 年に数件

イ 半年に１～２件
ウ ３～４か月に１～２件
エ まったくない
オ その他（具体的内容を記入願います）

(1)　紙面やメール等により来談者等

の経緯や状態像などの具体的な情報

提供を行い、紹介した事案

(2)　具体的な情報提供をしなかった

が、来談者等の氏名や年齢等の情報

提供を行い、紹介した事案

(3)　センターの存在を教示し、来談

者等自身で架電等するよう伝えた事

案

年に数件 6 7 10

半年に１件 1 0 0

３～４か月に１件 0 0 3

まったくない 24 24 18

その他 2 2 2

計 33 33 33
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発達障がい者支援センターに期待する取組

４ 貴市町村が、センターに期待する取組として当てはまるものすべてに○を付けてください。
４－２ 前号でセンターに期待される取組として、優先すべきと考えるもの３つを、下記欄に記入願いま
す。（順位欄に１つずつ記載願います）

件数 優先順位

第１位 第２位 第３位

(1)　直接相談を受け付けること 14 8 2 2

(2)　発達障がいのある方のアセスメントを行うこと 10 3 5 2

(3)　保育所、学校、職場や福祉事業所等での発達障がいのある方へ

の対応方法を教示すること

14 5 10 5

(4)　ひきこもりや家庭内暴力を伴うなどの困難ケースに介入するこ

と

11 9 4 2

(5)　医療が必要な者について、医療機関に紹介する（つなぐ）こと 12 1 1 4

(6)　保育所、学校、一般事業所や就労継続支援事業所等が抱えてい

るケース（事案）の会議で助言すること

12 2 3 7

(7)　保育所、学校、一般事業所や就労継続支援事業所等の従業者に

発達障がいの研修を行うこと

8 2 3 1

(8)　発達障がいのある方の自己理解を促してもらうこと 7 0 1 4

(9)　発達障がいのある方を対象にしたSST（ソーシャル・スキル・

トレーニング）の実施

8 2 3 1

(10)  保護者を対象にしたペアレントトレーニング、ペアレントプロ

グラムの実施

8 0 1 3

(11)  その他（具体的に 1 1 0 1
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発達障がい者支援センター利用時の「紹介制」導入について

５ センターが、成人期以外の相談受付について、医療において大規模な病院を受診するときと同様に、市町
村や学校等から主訴やこれまでの状況を記載した紹介状の交付を受けてから利用するような「紹介相談を原則
とする」取扱いに移行すると仮定した場合、貴市町村ではどう考えますか。もっとも当てはまるところ１つに
○を付けてください。

「（２）条件付きで賛同する」の具体的内容
・ 町でのかかわりがない対象者について、家族がセンターを調べて相談を希望する場合、紹介するための判断について、センターからの

助言や様式などの提示がほしい。また、二度手間にならないか。
・ 転入者の場合、誰が情報をとりまとめるか、整理してほしい。例えば転入してきたのが中学生の場合は学校なのか、教育委員会なの
か。

また、幼児期の情報はどうするのか。
・ 紹介状を基本とするが、急を要する場合は対応していただきたい
・ 様式の統一。紹介状の内容を見て、受診不可とはしないでほしい。
・ センター相談のハードルが高くならないような工夫が必要と思います。
・ 簡易的に入力できる様式を定めてほしい
・ 相談の敷居が高くならないよう配慮してほしい。紹介状の記載内容を簡便にしてほしい。
・ 紹介後のフォードバックをきちんと行う
・ 条件ではがないが、どのくらい負担になるかイメージできない
・ 紹介状が簡素であれば良い ・ 紹介の必要書類が簡易的なものである。
５－２ ５において（３）と回答された方に伺います。理由として当てはまるものすべてに○を付けてく
ださい。

(1)　賛同する (2)　条件付きで賛

同する

(3)　賛同しない (4) 　わからない

9 10 7 7

(1)　発達障がいを主訴とする

相談対応自体が、現在の窓口

の対応体制では難しいから

(2)　発達障がいのある方のア

セスメントができないから

(3)　その他

3 3 2

「（３）その他」の具体的内容
・ 市町村等身近な機関への相談を敬
遠するケースの受け皿が失われる
・ 相談対応に必要な人員の確保に努
めることが必要と考えます
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障がい児療育等支援事業の周知状況
６ 県立療育センターで実施中の障がい児療育等支援事業「ソスカ」の地域療育
支援（発達支援相談、派遣相談）を知っていますか。もっとも当てはまるところ
１つに○を付けてください。

６－２ ６において（２）と回答された方に伺います。障がい児療育等支援事業
「ソスカ」を利用していない理由を当てはまるものすべてに○を付けてください。

その他：現状は保健師による対
応だが、機会があれば利用した
い

(1)　知っているし、利用し

ている

(2)　知っているが、利用し

ていない
(3)　知らない

19 3 11

(1)  発達相談を実施するにあたり、ス

タッフを自治体内で揃えることができて

いる

(2)　その他

2 2
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【参考】令和５年度障がい児等療育支援事業実績例（県立療育センター指定管理報告書による）
・ 市町村発達支援関係者ミーティング 20市町村
・ 発達相談支援及び派遣相談 97回310件
（発達相談支援）市町村の乳幼児健診後の 療育機能の充実を図るため、療育相談事業への臨床心理士、言語聴覚士による
専門的な相談機能を提供するとともに、児とその家族、関係者、関係機関等に対して相談、助言
（スタッフ派遣）市町村主体の精密健康診査等相談事業の充実を図るため、依頼に応じて臨床心理士、言語聴覚士による
専門機能を派遣

・ 療育教室支援 20回
各市町村の療育の受け皿となる療育教室の機能の充実を図るため、スタッフの人材育成、教室運営や機関連携、活動内

容等について研修や機関支援の機会を提供



巡回支援専門員整備事業又は同様の事業について

７ 母子保健法に基づく健康診査の場や、保育所や幼稚園、療育教室に心理職や作
業療法士等専門家が巡回して専門相談をする相談（国庫補助による巡回支援専門員
整備事業又は同様の事業のいずれか）を実施していますか。もっとも当てはまると
ころ１つに○を付けてください。

７－２ 専門家の巡回相談（国庫補助による巡回支援専門員整備事業又は国庫補
助事業を受けない同様の事業のいずれか）を実施していない理由について、当て
はまるものすべてに○を付けてください。

(1)    同事業について認

識していなかったから

(2)　事業に要する経費

の予算化ができないか

ら

(3)　専門家がいなくて

も見立て、アセスメン

トができるから

(4)　保護者が同意しな

いか、同意を得るのが

難しい状況であるから

(5)　その他

4 2 0 0 7

(1)　実施している (2)　実施していない

23 10

・ 人材がいないため
・ 当市では、児童に関しては、こども発達支援センターの臨床心理士の専任職員がある程度対応しており、
「巡回支援専門員整備事業」を利用する必要性が低いため。
・ 人員不足により
・ 専門職の確保が困難
・ ３歳児健康診査に関しては、以前より独自で公認心理師を依頼しているため
・ 対応可能な専門員の確保が困難であるから
・ 町事業で同様の内容の発達支援等行っているため

「（３）その
他」の具体的
内容
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アンケート結果を踏まえて
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・ 発達障がい者支援センターウィズ（以下「センター」
という。）の業務が直接相談の受理や対応件数の増加によ
り、地域支援や他機関支援等の県全体の相談支援機関とし
て求められる取組が制約されつつあることから、特に学齢
期～高校生年齢の児童に係る相談受付については紹介制を
原則とすることを検討することを目的の１つとして調査を
実施した。

・ 調査結果から、紹介制に関して賛同もしくは条件付き
賛同の回答が19市町村であるも、「わからない」の回答も
７市町村となっており、こうした回答ぶりから、紹介制の
導入がセンターと市町村の双方に良好な影響を与えるもの
と判断することができなかった。



発達障害者支援センターに寄せられている相談内容
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内　　訳
相談支援・発達

支援延支援件数

相談支援・就労

支援延件数
計

相談の対象となっている児（者）が発達障害かどうか知りたい 1 0 1

現在の生活に関することや、家庭で家族ができることを知りたい 183 69 252

利用できる制度について知りたい（手帳、年金、手当、障害福祉サービスなど） 1 0 1

診断・相談・支援を受けられる機関について知りたい 4 0 4

現在通学している学校、利用しているサービス等に関する相談をしたい 41 0 41

進路や将来の生活に関する相談をしたい 16 7 23

対応困難な状況の改善について相談したい（強度行動障害、ひきこもりなど） 119 12 131

今後の就労について相談したい 15 23 38

現在勤めている職場に関する相談をしたい 0 27 27

その他 92 18 110

計 472 156 628

「令和５年度発達障害者支援センター事業実施状況報告」から
（県センターの令和５年度実績）

身近な地域での継続的、伴走的な関わりや、教育相談が必要なものもあるこ
と。



各市町村の「療育教室」設置状況
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令和５年11月に各市町村に照会。
＜照会時の「療育教室」の定義＞

乳幼児健診等で確認され、発達の遅れ・偏りなどの不安のある幼児期の児童及びその保護者を対象に、
・ ことばの教室等の言語指導
・ 自立支援のための指導

（排泄や食事などの生活習慣や規則正しい生活リズムの獲得など、日常生活における基本的動作の指
導、集団生活への適応訓練）

・ 保護者指導
（個人面接などを通じて保護者の悩みや相談に応じるとともに、保護者で構成するグループ活動など
を通じた子育ての不安を軽減するもの） などの全部又は一部を実施しているもの

市町村名 か所数

盛岡市 3

八幡平市 1

滝沢市 3

雫石町 2

葛巻町

岩手町 1

紫波町 2

矢巾町 3

花巻市 2

遠野市 2

北上市 2

西和賀町 1

市町村名 か所数

奥州市 2

金ケ崎町 1

一関市 9

平泉町 2

大船渡市 1

陸前高田市 1

住田町

釜石市 3

大槌町

宮古市 1

山田町 1

岩泉町 1

田野畑村

市町村名 か所数

久慈市 3

普代村 1

野田村

洋野町 1

二戸市 4

軽米町 2

九戸村 1

一戸町

（主な結果）
・ 27市町村に56の教室が設

置されている
・ 多くが「障害」の診断等

を必要としない
・ 10教室は児童福祉法の

「児童発達支援事業所」指
定あり

・ ９市町19教室に心理職員
（公認心理士や臨床心理士
等）配置

療育教室の設置状況を見ると、支援が必要な親子を把握している市町村が大半であると考えら
れる。



第３期障害児福祉計画における児童発達支援センターの設置見通し
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R6児童福祉施設として整備 R7児童福祉施設として整備 R8児童福祉施設として整備

自市町村

管内

他市町村管内

（圏域整備）
自市町村

管内

他市町村管内

（圏域整備）
自市町村

管内

他市町村管内

（圏域整備）

１盛岡 盛岡市 1 1 1 1 1 1

１盛岡 八幡平市 0 0 1 1

１盛岡 滝沢市 0 0 1 1

１盛岡 雫石町 0 0 0

１盛岡 葛巻町 0 0 0 1

１盛岡 岩手町 0 0 1 1

１盛岡 紫波町 0 0 0 1

１盛岡 矢巾町 0 1 0 1 0 1

２中部 花巻市 1 1 1 1 1 1

２中部 遠野市 0 1 0 1 1 1

２中部 北上市 1 1 1 1 1 1

２中部 西和賀町 0 0 1 1

３胆江 奥州市 0 0 0 1

３胆江 金ケ崎町 0 0 0 1

４両磐 一関市 0 0 1 1

４両磐 平泉町 0 0 1 1

１気仙 大船渡市 0 0 0 1

１気仙 陸前高田市 0 0 0 1

１気仙 住田町 0 0 0 1

２釜石 釜石市 0 1 0 1 0 1

２釜石 大槌町 0 0 0

３宮古 宮古市 1 1 1 1 1 1

３宮古 山田町 1 1 1 1 1 1

３宮古 岩泉町 1 1 1 1 1 1

３宮古 田野畑村 1 1 1 1 1 1

１久慈 久慈市 0 0 0 1

１久慈 普代村 0 0 0 1

１久慈 野田村 0 0 0 1

１久慈 洋野町 0 0 0 1

２二戸 二戸市 0 0 1 1

２二戸 軽米町 0 0 1 1

２二戸 九戸村 0 0 1 1

２二戸 一戸町 0 0 1 1

市町村数 7 3 4 3 7 3 4 3 18 8 10 13

R6同等の

機能を整

備

R7同等の

機能を整

備

R8同等の

機能を整

備

圏域 市町村名
＜児童発達支援センター＞

児童福祉法に基づく児童福祉
施設。地域における中核的な支
援機関として、保育所等訪問支
援や障害児相談支援、保育所等
を巡回する専門員の設置や障害
児等療育支援事業等を実施する
ことにより、地域の保育所等に
対し、専門的な知識・技術に基
づく支援を行うよう努める拠点。
民間事業者が多数展開している
「児童発達支援事業所」とは異
なる。

こども家庭庁の指針に基づき、各市町村に１か所もしくは圏域に１か所設置することを求められているもの。

＜「同等の機能」について＞
障害児通所支援事業所等の関

係機関連携の下で児童発達支援
センターの中核的な支援機能と
同等の機能（上記の内容と同じ
もの）を有する体制を整備する
もの。



発達障害者支援センターと市町村との連携件数
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内　　訳 相談支援・発達支援

延支援件数

相談支援・就労支援

延件数
計

保育所・幼稚園 1 1

児童相談所 3 0 3

知的障害更生相談所 0 0 0

福祉事務所 47 5 52

障害児（者）地域療育等支援事業実施施設 0 0 0

保健所・保健センター 0 0 0

児童発達支援センター 0 0 0

障害児入所施設 4 0 4

精神保健福祉センター 0 0 0

医療機関 2 0 2

教育委員会 17 0 17

学校 35 2 37

特別支援学校 20 1 21

専門学校・大学 0 0 0

相談支援事業所 79 9 88

就労移行支援事業所 0 0 0

就労継続事業所 8 6 14

生活介護事業所 5 0 5

その他のサービス事業所 17 3 20

公共職業安定所 0 0 0

地域障害者職業センター 0 2 2

障害者就業・生活支援センター 7 72 79

地域若者サポートセンター 0 0 0

上記以外の都道府県行政機関 1 0 1

上記以外の市町村行政機関 14 0 14

企業等 0 2 2

その他 6 10 16

計 266 112 378

「令和５年度発達障害者支
援センター事業実施状況報
告」から（県センターの令
和５年度実績）

福祉事務所、教育委員会を
除く市町村行政機関との連
携件数は年間14件であった

↓
一層の連携強化が望まれる



厚生労働省が実施している「発達障害者支援に関する調査」
による取組状況
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「教育と福祉の連携に係る取組」（※１）の実施状況

情報共有のための手段としての「個別支援ファイル」（※２）の活用状況

※２子どもの支援に関する情報共有を図るためのツールとして、市町村で
作成している母子管理カードとは別に、発育歴や特徴、対処法などを記し
たもので基本的には保護者が管理しているものを想定している。

※１「家庭・教育・福祉連携推進事業」（平成18年８月１日障発第
0801002号「地域生活支援事業等の実施について」別紙１「地域生
活支援事業実施要綱」別記１－11の２（６）に定める事業）を実施
している市町村の数

件数 比率 件数 比率
導入有 8 24.2% 9 27.3%
導入無 25 75.8% 24 72.7%
検討中 0 0.0% 0 0.0%
計 33 100% 33 100.0%

令和５年度 令和４年度（参考）

件数 比率 件数 比率
導入有 19 57.6% 21 63.6%
導入無 10 30.3% 8 24.2%
検討中 4 12.1% 4 12.1%
計 33 100% 33 100.0%

令和５年度 令和４年度（参考）

導入有

24%

導入無

76%

検討中

0%

導入有

58%
導入無

30%

検討中

12%

R6.1.24開催 令和６年度第２回岩手県発達障がい者支援体制整備検討・広域特別支援連携協議会 資料No.６-２から再掲



岩手県発達障がい者支援センターからの課題提起
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R6.7.17障がい等のある子どもの療育施策に
係る市町村担当者会議 資料2-2から転記



発達障害児者支援における市町村の役割（例）
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発達障害者支援法（本文） 発達障害者支援法の試行について（H17.4.1付厚労省通知）

（児童の発達障害の早期発見等）
第五条 市町村は、母子保健法（中略）第十二条及び第十
三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期
発見に十分留意しなければならない。
２ 市町村の教育委員会は、学校保健安全法（中略）第十
一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期
発見に十分留意しなければならない。
３ 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適
切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な
相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必
要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受
けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四
条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定によ
り都道府県が確保した医療機関その他の機関（次条第一項
において「センター等」という。）を紹介し、又は助言を
行うものとする。（以下略）

第二 法の概要
（５）児童の発達障害の早期発見及び早期の発達支援につい
て

児童の発達障害の早期発見のために、市町村は、母子保健
法（中略）第１２条及び第１３条に規定する健康診査及び学
校保健法（中略）第４条に規定する健康診断を行うにあたり
十分留意するとともに、発達障害の疑いのある児童に対し、
継続的な相談を行うよう努め、当該児童の保護者に対し、医
療機関等の紹介、助言を行うこと。

また、発達障害児が早期の発達支援を受けることができる
よう、発達障害児の保護者に対し、相談、助言その他適切な
措置を講じること。（以下略

（発達障害者の家族等への支援）
第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その
他の関係者が適切な対応をすることができるようにするこ
と等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発
達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供
及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動
の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならな
い。

（１０）発達障害者の家族に対する支援について
都道府県及び市町村は、発達障害者の支援に際しては、家

族も重要な援助者であるという観点から、発達障害者の家族
を支援していくことが重要である。特に、家族の障害受容、
発達支援の方法などについては、相談及び助言など十分配慮
された支援を行うこと。

また、家族に対する支援に際しては、父母のみならず兄弟
姉妹、祖父母等の支援も重要であることに配慮すること（法
第１３条関係）

※ 発達障害者支援法には、保育、教育、放課後児童健全育成事業に関しても、市町村の役割に関する条文がある。



切れ目がない継続的な相談、情報提供、助言の必要性
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継続的な就労の難
しさなど社会生活
上の困難
ひきこもり 等

子どもの育てにくさ
を背景にした保護者
の「虐待」等
保育所等での「困っ
た」「気になる」行
動

学業不振の表面化
不登校・いじめ
ゲーム依存等の行
動上の問題 等

進路問題、高校中退
不登校・いじめ
ゲーム依存や家庭内
暴力等の行動上の問
題 等

保育所等におけ
る負荷

市町村立学校等
における負荷

社会生活上の困難さを抱えたまま
生活する人の増加

障害の種類を明確に分けて診断することが大変難しい
障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多い
年齢や環境により目立つ症状がちがってくる

発達障害

母子保健等での関わり
市町村立学校等での
関わり

県立高校等
若者自立支援施策

障害福祉や就労支援
若者自立支援施策

・対象児者の年齢、法令等で区切られることで「切れ目」が生じないようにすることが大切
・「当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を」（発達障害者支援法本文）

・「早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、相談、助言その他
適切な措置を」（発達障害者支援法施行通知）



地域での支援体制の構築に向けて
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家庭内暴力の深刻化など

入院治療が必要な状態

外来受診による服薬や、継続的な
面接（カウンセリング）が必要な
状態

地域における継続的な相談、情報の提供及び助言
伴走的な支援が必要な状態

市
町
村
や
学
校
・
保
育
所
、
福
祉
事
業
所

等
が
主
体
と
な
っ
て
対
応
す
る
フ
ェ
ー
ズ

発達障害者支援セン
ター等は、相談者が
どのフェーズにある
のかを探るアセスメ
ントの支援は可能
継続的・伴走的な相
談は、従たる役割

す
べ
て
の
ケ
ー
ス
が
医
療
介

入
や
診
断
を
必
要
と
し
て
い

な
い

対応のフェーズを上げるためには、
すでに関わっている機関からの事前の情報提供が必要

【地域での相談体制】 【未診断でも相談できる機関】【発達障がいを明記した機関】


